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消防庁長官表彰

噛退職消防団員第１号表彰／前団本部副団長＝河合利彦、前団本部本部

長＝久野威、志知正美、長﨑克彦、前三城分団副分団長＝子安省悟

噛退職消防団員第２号表彰／前綾里分団分団長＝村木芳史、前墨俣東分

団分団長＝櫻井喜久男、前西分団副分団長＝鈴木康治、前安井分団副

分団長＝宮川孝行、前墨俣西分団副分団長＝近藤潤一、前墨俣東分団

部長＝水野憲治、前興文分団班長＝横山茂樹、前

　墨俣東分団班長＝渡邊伊智郎、鈴木剛

岐阜県知事表彰

噛退職消防団員表彰／前日新分団副分団長＝河合宏

　弥、前宇留生分団副分団長＝棚橋新也、前静里分

　団副分団長＝奥田恒一、前東分団部長＝吉田穣二、前青墓分団部長＝

浅野茂樹、前墨俣西分団部長＝北島春雄、前浅草分団団員＝安田祐智

興対象／市内で在宅生活し、災害発生時に本人や家

申  込  先対　象　者

高齢介護課、または
民生委員・児童委員

６５歳以上のひとり暮らしの人

高齢介護課要介護１以上の介護認定を受けている人

社会福祉課

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳のいずれかを持っている人

その他災害時に地域の援護が必要な人

族などによる避難が困難で、下

表のいずれかに該当する人

興台帳の提供先／自治会、民生・

児童委員、社会福祉協議会、警

察署、消防署

興申込／印鑑を持参し、下表の申込先（上石津・墨

俣地域事務所も可）へ。または、申込書（市ＨＰか

らダウンロード可）に必要事項を記入・押印のう

え、社会福祉課（〒５０３－８６０１　丸の内２－２９）へ

興問合せ／社会福祉課（緯４７－７２５６）へ
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難
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配
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　取引や証明に使用する「はかり」の定期検

査が右表のとおり行われます。

と　こ　ろと　　き

ＪＡにしみの墨俣支店（墨俣町墨俣）

１０：００～

１２：００

２／５（月）

えぼしふれあい会館（上石津町下山）２／６（火）

農村環境改善センター（上石津町上原）２／７（水）

ＪＡにしみの牧田支店（上石津町牧田）２／８（木）

ＪＡにしみの赤坂支店（草道島町）１０：００～

１５：００

２／９（金）

ＪＡにしみの荒崎支店（長松町）２／１３（火）

ＪＡにしみの三城支店（三塚町）９：３０～

１５：００

２／１４（水）・１５（木）・１６（金）

ＪＡにしみの洲本支店（島里）２／１９（月）・２０（火）

　該当する事業者の皆さんは、必ず検査を受けてください。な

お、この検査を受けていない「はかり」を使用すると、計量法違

反になります。

猿持ち物／はかりと付属品、手数料（種類や大きさによって異な

ります。岐阜県計量検定所ＨＰで要確認）

猿問合せ／同検定所（緯０５８－２５４－８１８８）へ
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ひとり暮らしの高齢者や障がいがある人などは、災

害発生時の避難に手助けが必要な場合があります。

災害時要援護者台帳は、こうした人の氏名・住所・

緊急連絡先などを本人の同意により登録しておくもの

で、自治会などにあらかじめ提供され、災害発生時の

援護活動などに活用されます。

自力での避難に心配がある人はご登録ください。

消防活動の
功績をたたえ 表彰披表彰披露露　（敬称略）

災害発生時には、支援者も被災者となることが考えられます。

「自分の身は自分で守る」という心構えを忘れずに。
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　　　　　　　　本紙１月１日号８面に掲載の「消防表彰披露」および１月１５
　　　　　　　日号６面に掲載の「出初表彰」のお名前に誤りがありました。
　　　　　　　　正しくは、次のとおりです。
【１月１日号】岐阜県知事表彰・優秀家族賞／安田涼子（綾里分団員の家族）
【１月１５日号】大垣市消防団長表彰・勤労章／北分団班長＝佐竹竜治

おわびと
訂正

　まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例

上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・

設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。

　詳しくは、都市計画課（東庁舎２階、緯４７－８６９４）へ。

　屋外広告物とは、下の４つの要件をす

べて満たすものを呼びます。営利目的か

否かは問いませ

んのでご注意く

ださい。※自分

の敷地内でも規

制がかかります

ごご確確認認くくだだささいい外外

屋屋外外広広告告物物はは申申請請がが必必要要でですす屋屋外外広広告告物物はは申申請請がが必必要要でですす

　許可申請書（市ＨＰからダウンロード可）に必

要書類を添付し、都市計画課に申請してくださ

い。設置場所や面積などの基準を審査します。また許可には、面積

などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。

　なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、１事業

所あたり表示面積合計１０愛以下の場合、許可申請は不要です。ま

た、高さや面積などが基準に違反する広告物は、許可ができません。

　基準を違反した屋外広告物が氾濫すると、良好な景観を損な

うばかりでなく、交通安全上の問題を招いたり、落下や倒壊な

ど皆さんの安全を脅かす危険性があります。

　こうした事態を未然に防ぐため、市は随時、申請内容や設置

状況などを現場確認し、無許可設置や違反広告物などが確認さ

れた際は、許可申請や、早期の改修など是正を求めています。

　設置者の皆さんは、改めてルールを確認し、美しく安全で住

みよいまちづくりにご協力をお願いします。

　全国で屋外広告物の落下などの事故が多

発しています。こうした事故を未然に防ぐ

ため、現在、許可されている屋外広告物に

ついては、更新申請時に、有資格者による

安全点検の実施が義務化されています。

葛安全点検の義務化滑

①常時または一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④看板、立看板や、広告塔（板）などの工作物に表
示されたもの、またはこれらに類するもの

屋外広告物と屋外広告物とはは

　条例では、掲出できない「禁止広告物」

や、広告物を掲出できない「禁止物件」、

「禁止地域」が定められています。

　また、屋外広告物の種

類により、設置できる面

積や高さなどに基準が定

められています。詳しく

は、市ＨＰでご確認くだ

さい。

掲出できな掲出できないい
屋外広告物な屋外広告物などど

禁止広告物…著し
く破損したもの、
道路交通の安全を
阻害するものなど

禁止物件…信号機、
電柱、歩道橋など

許可申許可申請請




